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市内23カ所の環境放射線量測定値
平成 24 年 5 月 1 日より文部科学省が設置したモニタリ

ングポスト、リアルタイム線量計の値を使用しています。

10月10日 10月9日 10月8日 10月7日 10月6日 10月5日

二本松市役所 0.46 0.43 0.47 0.48 0.46 0.47
二本松住民センター※１ 0.47 0.48 0.46 0.45 0.45 0.47
塩沢住民センター 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
岳下住民センター 0.36 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34
杉田住民センター 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 0.46
石井住民センター 0.79 0.81 調整中 調整中 0.80 0.80
大平住民センター 0.63 0.66 0.66 0.59 0.66 0.62
岳温泉一丁目地内※２ 0.28 0.30 0.29 0.28 0.28 0.30
安達支所 0.31 0.32 0.34 0.33 0.33 0.32
渋川住民センター 0.52 0.54 0.51 0.52 0.54 0.53
上川崎住民センター 0.55 0.55 0.53 0.51 0.57 0.55
下川崎住民センター 0.62 0.61 0.60 0.60 0.63 0.61
岩代支所 0.51 0.52 0.51 0.51 0.52 0.52
新殿住民センター 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31
旭住民センター 0.30 0.30 0.30 0.29 0.31 0.31
田沢集会所 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
田沢（曲山集会所） 0.45 0.44 0.44 0.42 0.42 0.43
初森（初森老人憩いの家） 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
東和支所 0.38 0.38 0.38 0.37 0.39 0.39
木幡住民センター 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38
太田住民センター 0.31 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32
戸沢住民センター 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43
戸沢（熊野谷集会所） 0.67 0.67 0.69 0.67 0.69 0.69

地 点

単位：μSv/h（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間）

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

 
※印は、以下の施設で測定された数値です。 
※１二本松市児童センター ※２あだたら体育館

柿の加工（あんぽ柿・
干し柿）自粛について 

平成２４年１０月５日現在、二本松市において「あんぽ柿・干し柿」
等の柿を原材料とした加工の自粛要請が県から出されましたので、本
年の柿の加工は差し控えてくださいますようお願いいたします。 

◎問い合わせ…農政課総合農政係 ☎0243-55-5116 

～平成２４年福島県産米の簡易測定は行いません～
平成２４年福島県産米については「全量

全袋検査」を実施しております。自家保

有米についても「全量全袋検査」が必要

となりますので、放射性物質測定センタ

ー(支所、住民センター含む。)において

は、平成２４年福島県産米の「全量全袋

検査」終了まで、測定の受付を行いませ

ん。 

◎問い合わせ…農政課総合農政係
☎0243-55-5116 

 
 
 

 
 
 
原子力災害対策特別措置法による出荷
制限または県の出荷自粛要請によるもの
です。上記の他、山菜等も引き続き出荷
制限されていますのでご注意ください。
これらの品目は、販売を行わないでくだ
さい。 

◎問い合わせ… 

農政課総合農政係 ☎0243-55-5116
農林課農地管理係 ☎0243-55-5118

◆栗（クリ）  
平成24年9月26日新たに追加されました。

◆きのこ 

・原木しいたけ（露地栽培）・乾しいたけ

・野生きのこ 

食品等の出荷制限について
平成２４年１０月５日現在、二本松市に
おいて、出荷制限（自粛）されている主
な対象品目をお知らせします。 

自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果）
 市放射性物質測定センターおよび各支所・住民センターで測定した作物のうち、特に検査数の多かっ
た５種類の作物について、その測定結果をお知らせします。この測定結果は、放射性物質を市独自に測
定した数値であり、出荷あるいは販売等の目安となる数値ではありませんのでご注意ください。 

（測定年月日：平成２４年９月３日～９月２８日・単位：Bq/kg） 

セシウム(134+137 の合計値) 
品名 測定件数 未検出数 検出数 

基準値超数
(100Bq/kg) 最小値 最大値 

栗（クリ） １８９件 ９件 １８０件 ６４件 １０．７０ 1,350．００
ミョウガ ８１件 ４８件 ３３件 １件 ６．９９ ６７４．９０
カボチャ ６４件 ５２件 １２件 ０件 １６．９０ ３５．１０
ジャガイモ ５０件 ４７件 ３件 ０件 ７．７２ １５．５６
枝豆 ４９件 ３８件 １１件 ０件 ７．５０ ５０．９０

※平成２４年４月１日より、食品中の放射性物質の新たな基準値（100Bq/kg）が設けられたため、セシウムの合
計値（セシウム 134＋セシウム 137）のみの公表となります。 
※基準値を超えた、栗６４件およびミョウガ１件は、自家消費用であり流通していません。なお、二本松市産の
栗は平成 24 年 10 月 5 日現在、出荷制限が出されています。 

◎問い合わせ…市放射性物質測定センター ☎0243-55-5160



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

左のＱＲコードから携帯サイトへ

アクセスできます。 

※機種によってはアクセスできな

いこともあります。 

■災害全般に関する問合･相談窓口／災害対策本部総務係(生活環境課) ☎0243-55-5102
■放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行／災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎0243-55-5096 
〒964-8601 福島県二本松市金色 403 番地 1 市ウェブサイト http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

飲料水(水道水)の放射性物
質モニタリング検査結果
上水道・簡易水道では週に１回の放射性物質モニ
タリング検査を行っています。平成23年4月24日か
ら平成24年10月3日採水分までの検査結果におい
て、放射性物質は未検出（検出下限値以下）でした。
※2月6日より、ゲルマニウム半導体検出器の検出下
限値が5Bqから概ね1Bqに精度向上しています。 
◎問い合わせ…水道課水道業務係 

☎0243-55-5137 

※市内の放射線量に関する最新の情報（リアルタイム線量）は、随時市ウェブサイトで確認いただけます。 

親と子で考える放射線学習会-遊び偏-
第１部…｢親子大集合!!放射線に負けないパワーで体を動かそう｣ 
★日時：11月 7日（水）9：30～12：00 
★場所：岩代総合文化ホール 

第２部…「親子ふれ愛遊び ～親子の関わりを考えよう～」 

★開催日時等 

 

 

 

 
 
各保健センターの窓口に設置してある専用申込用紙
に必要事項を記入のうえ、健康増進課または各保健セン
ターに実施日の１週間前までに提出してください。 
申込用紙は、市ウェブサイトからもダウンロードでき
ます。 

◎問い合わせ…健康増進課保健係 
☎0243-55-5110 

日時 場所

11月17日（土）9：30～12：00 安達保健福祉センター

11月20日（火）9：30～12：00 岩代保健センター

11月22日（木）9：30～12：00 安達保健福祉センター

11月29日（木）13：30～16：00 東和文化センター

一般住宅の除染について 
現在、妊婦および１８歳未満の子どもがお住まい

の戸建て住宅の除染を優先的に進めておりますが、

該当世帯 4,179 件（除染済 136 件除く）について委

託契約を締結しました。除染作業を行うためには、

該当世帯にお送りしております「同意書」の提出が

必要となりますので、お早めに提出してください。

 なお、今回発注分については平成２５年３月末完

了を見込んでおります。作業までお待ちいただく場

合があります。 

◎問い合わせ…放射能測定除染課 

☎0243-22-1581 

１０月診療分より１８歳までの医療費を助成します 
◆助成対象者…18 歳に達する年度の 3月末日までの方で、二本松市に住所がある方 
◆助成の内容…医療機関等の窓口で支払うべき保険診療の自己負担額（診療費や入院時食事療養費等） 
◆助成方法… 
**二二本本松松市市国国民民健健康康保保険険加加入入者者                                    
  県内の医療機関を受診する場合、「保険証」を提示することにより自己負担なし。 
（県外の医療機関を受診したときの自己負担額や入院時食事療養費は支払が必要な場合があります） 
**社社会会保保険険加加入入者者（（国国民民健健康康保保険険組組合合加加入入者者以以外外））                  
県内の医療機関（整骨院等除く）を受診する場合、「保険証」と「子ども医療費受給資格者証」を提示
することにより自己負担なし。（県外の医療機関等を受診した場合、自己負担額の支払いが必要です）
**国国民民健健康康保保険険組組合合加加入入者者                                        
  二本松市・本宮市・大玉村の医療機関（整骨院等除く）を受診する場合、「保険証」と「子ども医療費
受給資格者証」を提示することにより窓口負担が 21,000 円未満であれば自己負担なし。 
（上記以外の医療機関等を受診した場合、自己負担額の支払いが必要です） 
医療機関等の窓口で自己負担額を支払った場合は、子ども医療費助成申請書により手続きが必要です。 
後日、登録口座へ助成金を振り込みます。 
医療機関等受診の際、必ず新しい「子ども医療費受給資格者証（黄色）」を提示してください。
（１０月１日より受給資格者番号が変更になっております） 

◎問い合わせ…国保年金課医療給付係 ☎0243-55-5107 

介護サービス利用者負担額
免 除 期 間 の 延 長 に つ い て
 東日本大震災により被災された介護保険の要
介護等被保険者の方に対する介護サービス利用
者負担額の免除期間を延長しています。 
◆免除期間                 
平成 24 年 9月サービス利用分まで 
◆免除申請等について            
免除対象に該当する方でまだ申請をされてい
ない方は、平成 24 年 10 月 31 日(水)までに免除
申請書を提出してください。また、介護サービス
事業所に既に支払った利用者負担額は還付とな
りますので、免除申請書と併せて還付申請書を提
出してください。なお、既に免除の認定を受けて
いる方については、新たに申請をする必要はあり
ません。 
◆免除要件                 
東日本大震災により要介護等被保険者または
主たる生計維持者が所有し、かつ居住する住宅等
が半壊以上の被害を受けた場合など。 
※詳しくは下記までお問い合わせください。 
◎問い合わせ…高齢福祉課介護保険係 

☎0243-55-5115 


